
○建築基準法施行細則（昭和48年1月15日規則第9号） 

建築基準法施行細則 

昭和48年１月15日 

規則第９号 

  

 改正 昭和50年６月23日規則第42号 昭和53年４月１日規則第24号  

   昭和55年３月29日規則第10号 昭和58年12月１日規則第84号  

   昭和59年３月31日規則第30号 昭和60年３月30日規則第19号  

   昭和61年１月27日規則第７号 昭和62年11月16日規則第89号  

   昭和63年11月７日規則第107号 平成元年３月31日規則第68号  

   平成３年１月21日規則第６号 平成５年６月25日規則第46号  

   平成７年４月１日規則第32号 平成８年８月30日規則第78号  

   平成９年５月31日規則第101号 平成11年４月30日規則第60号  

   平成11年12月17日規則第134号 平成12年３月28日規則第80号  

   平成12年５月30日規則第237号 平成12年12月27日規則第289号  

   平成13年３月27日規則第17号 平成14年12月27日規則第119号  

   平成16年３月19日規則第22号 平成16年11月30日規則第127号  

   平成17年３月４日規則第２号 平成17年３月18日規則第15号  

   平成17年６月１日規則第66号 平成17年６月17日規則第73号  

   平成17年８月31日規則第86号 平成18年１月31日規則第３号  

   平成18年12月８日規則第155号 平成19年６月19日規則第69号  

   平成19年10月19日規則第103号 平成19年11月30日規則第108号  

   平成20年３月14日規則第10号 平成21年３月31日規則第48号  

   平成21年10月２日規則第83号 平成22年３月24日規則第17号  

   平成22年３月31日規則第41号 平成22年３月31日規則第45号  

   平成23年５月31日規則第31号 平成27年５月29日規則第63号  

   平成28年５月31日規則第79号 平成28年10月18日規則第95号  

   平成30年３月16日規則第４号 平成30年10月19日規則第68号  

   平成31年３月15日規則第15号 令和元年７月12日規則第11号  

   令和２年２月25日規則第８号 令和２年12月４日規則第101号  

   令和３年３月31日規則第34号    

建築基準法施行細則をここに公布する。 

建築基準法施行細則 

建築基準法施行細則（昭和36年北海道規則第８号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）の施行については、建築基準法

施行令（昭和25年政令第338号。以下「政令」という。）及び建築基準法施行規則（昭和25年建設

省令第40号。以下「省令」という。）並びに北海道建築基準法施行条例（昭和35年北海道条例第33

号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

一部改正〔昭和59年規則30号〕 

（適用の除外） 

第２条 この規則の規定は、法第４条第１項又は第２項の規定により建築主事を置く市町村の区域に

ついては、適用しない。 

２ この規則の規定は、法第97条の２第１項の規定により建築主事を置く市町村の区域に係る同条第

１項又は第４項に規定する建築主事又は特定行政庁である市町村長が行う事務及びその事務に係る

建築物又は工作物については、適用しない。 

３ この規則の規定は、法第77条の18から第77条の21までの規定により国土交通大臣又は知事が指定

した者が法第６条の２第１項又は第７条の２第４項の規定により行う事務については、第11条、第

16条の２の２から第17条の２まで、第18条の２、第21条及び第25条の規定を除き適用しない。 

一部改正〔平成11年規則60号・12年289号・19年69号・22年17号・28年79号〕 



（建築主事の設置） 

第３条 法第４条第５項の規定により、本庁並びに総合振興局及び振興局（以下「総合振興局等」と

いう。）に建築主事を置く。 

一部改正〔平成９年規則101号・19年108号・22年45号〕 

（建築主事の分掌事務） 

第４条 総合振興局等に置かれた建築主事は、当該総合振興局等の所管区域（市の区域を含む。以下

同じ。）内の次に掲げる建築物、建築設備及び工作物（以下「建築物等」という。）に係る法第６

条第４項（法第87条第１項、第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。）の規定による確認（以下「確認」という。）及び法第18条第３項（法第87条第１項、第87

条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定による審査（以下

「審査」という。）の事務をつかさどる。ただし、政令第81条第２項第２号イに定める構造計算を

行った建築物の計画に係る確認及び審査は、この限りでない。 

(１) 法第６条第１項第１号に掲げる建築物（同項第３号に掲げる建築物（第３号に掲げるものを

除く。）に該当するものを除く。） 

(２) 法第６条第１項第２号及び第４号に掲げる建築物 

(３) 法第６条第１項第３号に掲げる建築物のうち、５階以下の建築物（増築、改築、大規模の修

繕若しくは模様替又は用途変更（以下この号において「増築等」という。）をしようとする場合

においては、当該増築等を行おうとする部分が５階以下の階にのみ存する建築物）で、かつ、延

べ面積（増築等をしようとする場合においては、当該増築等の部分の延べ面積）が1,000平方メ

ートルを超えないもの 

(４) 政令第138条第１項各号、第２項各号及び第３項各号に掲げる工作物 

(５) 政令第146条第１項各号に掲げる建築設備 

２ 総合振興局等に置かれた建築主事は、当該総合振興局等の所管区域内の前項各号に掲げる建築物

等に係る法第７条第４項（法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。）、第７条の３第４項（法第87条の４又は第88条第１項において準用する場合を含む。）、

第18条第17項（法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）及

び第18条第20項（法第87条の４又は第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による検

査（以下「完了検査等」という。）並びに法第７条の６第１項第２号及び第18条第24項第２号（法

第87条の４又は第88条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による仮使用

の認定（次条第２項において「仮使用認定」という。）の事務をつかさどる。 

３ 本庁に置かれた建築主事は、前２項の規定により総合振興局等に置かれた建築主事の権限に属す

ることとされた事務以外の事務をつかさどる。 

一部改正〔昭和50年規則42号・53年24号・59年30号・平成９年101号・11年60号・12年237

号・19年69号・108号・22年45号・27年63号・30年４号・令和元年11号〕 

（分掌事務の特例） 

第５条 １件の確認の申請又は法第18条第２項（法第87条第１項、第87条の４又は第88条第１項若し

くは第２項において準用する場合を含む。）の規定による計画の通知の内容に前条第１項各号に掲

げる建築物等と当該建築物等以外のものとが含まれている場合における確認又は審査の事務は、前

条第１項の規定にかかわらず、本庁に置かれた建築主事がつかさどるものとする。 

２ １件の法第７条第１項（法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項において準用する場合を

含む。）若しくは第７条の３第１項（法第87条の４又は第88条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による申請若しくは法第18条第16項（法第87条の４又は第88条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）若しくは第18条第19項（法第87条の４又は第88条第１項において

準用する場合を含む。）の規定による通知又は仮使用認定の申請の内容に前条第１項各号に掲げる

建築物等と当該建築物等以外のものとが含まれている場合における完了検査等又は仮使用認定の事

務は、前条第２項の規定にかかわらず、本庁に置かれた建築主事がつかさどるものとする。 

３ 知事は、建築主事に事故が生じた場合その他必要がある場合は、当該建築主事のつかさどるべき

事務を知事の指定する建築主事につかさどらせることができる。 

一部改正〔昭和50年規則42号・平成９年101号・19年108号・27年63号・令和元年11号〕 

（建築監視員） 



第５条の２ 知事は、法第９条の２の規定により、本庁及び総合振興局等ごとに、当該本庁又は総合

振興局等の職員のうちから建築監視員を任命する。 

追加〔平成22年規則41号〕 

第５条の３ 総合振興局等の建築監視員は、当該総合振興局等の所管区域内において、法第９条第７

項及び第10項（法第88条第１項から第３項まで又は第90条第３項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）並びに法第12条第５項（法第88条第１項から第３項までにおいて準用する場合を含

む。）に規定する権限（次項の規定により本庁の建築監視員が行うこととされた権限を除く。）を

行うものとする。 

２ 本庁の建築監視員は、本庁に置かれた建築主事が確認済証を交付した建築物であって、当該確認

を受けた建築物の計画について検査済証の交付を受けていないもの及び工事完了届を提出していな

いものに係る法第９条第７項及び第10項（法第88条第１項から第３項まで又は第90条第３項におい

てこれらの規定を準用する場合を含む。）並びに法第12条第５項（法第88条第１項から第３項まで

において準用する場合を含む。）に規定する権限を行うものとする。 

追加〔平成22年規則41号〕 

（総合振興局長等への委任） 

第６条 次に掲げる事務は、総合振興局長及び振興局長（以下「総合振興局長等」という。）に委任

する。 

(１) 第４条第１項各号に掲げる建築物等に係る法第７条の６第１項第１号又は第18条第24項第１

号（法第87条の４又は第88条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定によ

る仮使用の認定に関する事務 

(２) 法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定に関する事務 

(３) 法第43条第２項第１号の規定による認定に係る事務 

(４) 法第43条第２項第２号の規定による許可に係る事務（知事が告示で定めるものに限る。） 

(５) 法第48条第15項の規定による意見の聴取に関する事務 

(６) 法第55条第２項の規定による第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内におけ

る建築物の認定に関する事務 

(７) 法第57条第１項の規定による高架の工作物内に設ける建築物等の認定に係る事務 

(８) 法第73条第１項、第74条第１項（法第76条の３第６項において準用する場合を含む。）、第

76条第１項（法第76条の３第６項において準用する場合を含む。）若しくは第76条の３第２項の

規定による認可又は法第73条第２項（法第74条第２項（法第76条の３第６項において準用する場

合を含む。）において準用する場合を含む。）、第74条の２第４項若しくは第76条第２項の規定

による公告に関する事務 

(９) 法第85条第３項の規定による応急仮設建築物の存続の許可又は同条第５項の規定による仮設

興行場等の建築の許可に関する事務（第４条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物に該当

するものに係る事務に限る。） 

(10) 法第86条第１項若しくは第２項の規定による一敷地内認定建築物の認定、法第86条の２第１

項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の認定、法第86条の５第２項の規定による認定

の取消し又は法第86条第８項（同条第３項又は第４項の規定による許可に係るものを除く。）、

第86条の２第６項（同条第２項又は第３項の規定による許可に係るものを除く。）若しくは第86

条の５第４項（同条第３項の規定による許可の取消しに係るものを除く。）若しくは省令第10条

の22の２の規定による当該建築物についての公告等に関する事務 

(11) 法第86条の６第２項の規定による１団地の住宅施設の認定に関する事務 

(12) 法第87条の３第３項の規定による災害救助用建築物若しくは公益的建築物としての使用の許

可又は同条第５項の規定による興業場等としての使用の許可に関する事務（第４条第１項第１号

から第３号までに掲げる建築物に該当するものに係る事務に限る。） 

(13) 第13条の２の規定による書面の交付に関する事務 

全部改正〔昭和53年規則24号〕、一部改正〔昭和59年規則30号・62年89号・平成５年46

号・９年101号・11年60号・12年237号・14年119号・17年66号・19年69号・108号・22年45

号・23年31号・27年63号・28年95号・30年４号・68号・31年15号・令和元年11号〕 

（市町村長の意見の聴取） 



第７条 知事は、法、政令、省令、条例及びこの規則（第15条から第16条の２までを除く。）による

知事若しくは総合振興局長等又は建築主事への申請等があった場合において、必要があるときは、

当該申請等の内容に関し市町村長に意見を求めるものとする。 

全部改正〔平成12年規則80号〕、一部改正〔平成22年規則45号・28年79号〕 

（工事監理者の表示） 

第８条 建築主は、法第５条の６第１項に規定する工事をする場合は、省令第11条に規定する工事現

場における確認の表示の様式に、工事監理者である建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）に

規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。以下同じ。）の氏名及び登録番号並びに

当該建築士が所属する建築士事務所（同法に規定する一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木

造建築士事務所をいう。以下同じ。）の名称及び登録番号（当該建築士が建築士事務所に属してい

る場合に限る。）を表示するものとする。 

一部改正〔昭和59年規則30号・平成11年60号・17年66号・22年17号・27年63号〕 

（申請書の作成） 

第９条 建築主事又は知事若しくは総合振興局長等に提出する確認申請書（計画変更確認申請書を含

む。以下同じ。）、構造計算適合性判定申請書、計画通知書、中間検査申請書、特定工程工事終了

通知書、完了検査申請書、工事完了通知書、許可申請書（法第86条第３項又は第４項の規定に係る

ものを除く。）又は認定申請書（法第86条第１項若しくは第２項又は第86条の６第２項の規定に係

るものを除く。）は、政令第１条第１号に定める敷地ごとに作成しなければならない。 

一部改正〔昭和62年規則89号・平成５年46号・11年60号・14年119号・22年45号・27年63

号〕 

（確認申請書等の添付書類） 

第10条 条例第６条の２の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画通知書には、その計

画に係る建築物の敷地とがけ（高さ２メートルを超えるものに限る。）との状況を示す断面図（当

該がけの形状又は土質についても記載してあるもの）を添付しなければならない。 

２ 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物又は政令第138条第３項第１

号若しくは第５号に掲げる工作物に係る確認申請書又は計画通知書には、別記第１号様式の工場・

危険物調書を添付しなければならない。 

３ 法第48条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただし

書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし書、第10項ただし書、第11

項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書若しくは第51条ただし書

（法第87条第２項若しくは第３項又は第88条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定による許可を受けて増築し、若しくは用途を変更する場合又は法第51条に規定する建

築物について政令第130条の２の３第１項各号に定める規模の範囲内において、増築し、又は用途

を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、別記第２号様式の既存建築物実態調書を

添付しなければならない。 

４ 法第86条の７に規定する建築物について政令第137条の２から第137条の15までに定める範囲内に

おいて、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えをする場合における確認申請書又は計画

通知書には、別記第２号様式の既存建築物実態調書を添付しなければならない。 

５ 法第87条第３項第３号に規定する建築物について政令第137条の19第２項に定める範囲内におい

て、用途を変更する場合における確認申請書又は計画通知書には、別記第２号様式の既存建築物実

態調書を添付しなければならない。 

全部改正〔昭和59年規則30号〕、一部改正〔平成５年規則46号・11年60号・17年73号・19

年103号・27年63号・30年４号〕 

（建築物の建築に関する確認の特例） 

第11条 政令第10条第３号ハ又は第４号ハの規定により、条例の規定のうち規則で定める規定は、次

の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。 

(１) 政令第10条第３号に規定する建築物 条例第11条、第12条、第17条、第19条、第35条第２項

及び第３項並びに第36条の規定 

(２) 政令第10条第４号に規定する建築物 条例第11条、第12条、第17条第１項及び第３項、第19

条、第35条第３項（第３号を除く。）並びに第44条の規定 



追加〔昭和59年規則30号〕、一部改正〔平成12年規則237号・289号・13年17号・19年69

号〕 

（名義変更届、取下届及び取りやめ届） 

第12条 許可（第24条第２項に規定する許可を除く。以下この項及び第３項において同じ。）、認定

（第24条第１項に規定する認定並びに第24条の２第１項に規定する認定及び変更の認定を除く。以

下この項において同じ。）又は確認を受けた建築主は、法第７条第５項（法第87条の４又は第88条

第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）に規定する検査済証の交付を受ける前（応

急仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する前）にその名義を変更

したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、別記第３号様式の名義変更届出書

を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は認定をした知事又は総合振興局長等に、確認

に係る場合にあっては当該確認をした建築主事に提出しなければならない。 

２ 建築主は、許可、認定（変更の認定を含む。以下この項において同じ。）、認可、指定又は確認

を受けようとして提出した申請書を当該許可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げ

るときは、別記第４号様式の取下届出書を、許可、認定、認可又は指定に係る場合にあっては当該

許可等の申請書を提出した知事又は総合振興局長等に、確認に係る場合にあっては当該確認申請書

を提出した建築主事に提出しなければならない。 

３ 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、別記第５号様式の取りや

め届出書を、許可に係る場合にあっては当該許可をした知事又は総合振興局長等に、確認に係る場

合にあっては当該確認をした建築主事に提出しなければならない。 

４ 建築主は、第１項又は前項の届出書を提出する場合は、許可等の通知書又は確認済証を添付しな

ければならない。 

一部改正〔昭和50年規則42号・平成９年101号・11年60号・12年237号・14年119号・17年

66号・73号・19年108号・22年45号・30年68号・令和元年11号〕 

（確認済証等交付証明） 

第13条 法第６条第４項（法第87条第１項、第87条の４並びに第88条第１項及び第２項において準用

する場合を含む。）若しくは第18条第３項（法第87条第１項、第87条の４並びに第88条第１項及び

第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく確認済証の交付、法第７条第５項（法第87

条の４並びに第88条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）若しくは第18条第18項（法

第87条の４並びに第88条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく検査済

証の交付又は法第７条の３第５項若しくは第18条第21項の規定に基づく中間検査合格証の交付に関

する証明書の交付を受けようとする者は、別記第６号様式の申請書により建築主事に申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項の証明書は、別記第６号様式によるものとする。 

全部改正〔平成21年規則48号〕、一部改正〔平成27年規則63号・令和元年11号〕 

（台帳記載事項証明） 

第13条の２ 法第12条第８項に規定する台帳の記載事項（法第77条の18第１項の指定の効力を失っ

た、若しくは当該指定を取り消された指定確認検査機関が処分を行った法第６条の２第１項（法第

87条第１項、第87条の４並びに第88条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく確認済証の交付、法第７条の２第５項（法第87条の４並びに第88条第１項及び第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく検査済証の交付若しくは法第７条の４第３項の規定に基

づく中間検査合格証の交付又は法第97条の２第１項の規定に基づき設置された建築主事を廃止した

市町村の建築主事が処分を行った法第６条第４項（法第88条第１項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく確認済証の交付若しくは法第７条第５項（法第88条第１項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく検査済証の交付に関するものに限る。）を証する書面の交付を受け

ようとする者は、別記第６号様式の２の申請書により総合振興局長等に申請しなければならない。 

２ 前項の書面は、別記第６号様式の２によるものとする。 

追加〔平成31年規則15号〕、一部改正〔令和元年規則11号〕 

（維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物） 

第13条の３ 法第８条第２項第２号の特定行政庁が指定する建築物は、第15条第２項に規定する特定

建築物（法第８条第２項第１号に該当する特殊建築物を除く。）とする。 



追加〔令和元年規則11号〕 

（違反建築物の公告） 

第14条 法第９条第13項の標識は、別記第７号様式によるものとする。 

（特定建築物の定期報告） 

第15条 法第12条第１項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物

に係る省令第５条第１項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、次に掲げる期間とする。 

(１) 政令第16条第１項第１号及び第２号に掲げる建築物にあっては、平成29年以後３年ごとの４

月１日から９月30日まで 

(２) 政令第16条第１項第３号に掲げる建築物（病院、診療所又は児童福祉施設等（政令第19条第

１項に規定する児童福祉施設等をいう。次項において同じ。）の用途に供するものに限る。）に

あっては、平成28年以後３年ごとの４月１日から９月30日まで 

(３) 政令第16条第１項第３号に掲げる建築物（ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。）に

あっては、平成30年以後３年ごとの４月１日から９月30日まで 

(４) 政令第16条第１項第３号に掲げる建築物（共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限

る。）にあっては、平成29年以後３年ごとの４月１日から９月30日まで 

(５) 政令第16条第１項第３号に掲げる建築物（法別表第１(い)欄(４)項に掲げる用途に供するも

のに限る。）にあっては、毎年の４月１日から９月30日まで 

(６) 政令第16条第１項第４号に掲げる建築物（体育館の用途に供するものに限る。）にあって

は、平成28年以後３年ごとの４月１日から９月30日まで 

(７) 政令第16条第１項第４号に掲げる建築物（政令第115条の３第２号に掲げるものの用途に供

するものに限る。）にあっては、平成30年以後３年ごとの４月１日から９月30日まで 

２ 法第12条第１項の特定行政庁が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供するもの

で、その用途に供する部分がそれぞれ同表の中欄に掲げる要件に該当するもの（同項の安全上、防

火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。）とし、当該特定建築物に

係る省令第５条第１項の特定行政庁が定める報告の時期は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりと

する。 

  

 用途 要件 報告の時期  

 劇場、映画館、演芸場、観覧場

（屋外観覧場を除く。）、公会

堂又は集会場 

次のいずれかに該当するもの 平成29年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

 １ ３階以上の階にあるもの（床面

積の合計が100平方メートル以下

のものを除く。以下この表におい

て同じ。） 

 

   ２ 床面積（客室又は集会室の部分

に限る。）が200平方メートルを

超えるもの 

   

 病院、診療所（患者の収容施設

があるものに限る。）又は児童

福祉施設等 

次のいずれかに該当するもの 平成28年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

 １ ３階以上の階にあるもの  

 ２ 床面積の合計が500平方メート

ル（児童福祉施設等で収容施設の

ないものにあっては1,000平方メ

ートル）を超えるもの 

 

 ホテル又は旅館 次のいずれかに該当するもの 平成30年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

   １ ３階以上の階にあるもの  

   ２ 床面積の合計が300平方メート

ルを超えるもの 

 

 下宿、共同住宅又は寄宿舎 ３階以上のものであって、かつ、床

面積の合計が1,000平方メートルを

超えるもの 

平成29年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 



 学校又は体育館 次のいずれかに該当するもの 平成28年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

   １ ３階以上の階にあるもの  

   ２ 床面積の合計が5,000平方メー

トルを超えるもの 

 

 ボーリング場、スキー場、スケ

ート場、水泳場又はスポーツの

練習場 

次のいずれかに該当するもの 平成30年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

 １ ３階以上の階にあるもの  

 ２ 床面積の合計が2,000平方メー

トルを超えるもの 

 

 百貨店、マーケット又は物品販

売業を営む店舗（床面積が10平

方メートル以内のものを除

く。） 

次のいずれかに該当するもの 毎年の４月１日から９

月30日まで 

 

 １ ３階以上の階にあるもの  

 ２ 床面積の合計が1,000平方メー

トルを超えるもの 

   

 キャバレー、カフェー、ナイト

クラブ、バー、ダンスホール、

遊技場、公衆浴場、待合、料理

店又は飲食店 

次のいずれかに該当するもの 毎年の４月１日から９

月30日まで 

 

 １ ３階以上の階にあるもの  

 ２ 床面積の合計が500平方メート

ルを超えるもの 

   

 事務所その他これに類するもの ５階以上のものであって、かつ、床

面積の合計が1,500平方メートルを

超えるもの 

平成30年以後３年ごと

の４月１日から９月30

日まで 

 

３ 法第12条第１項の規定による報告は、当該報告の日前３月以内に調査し、作成したものによって

しなければならない。 

一部改正〔昭和55年規則10号・61年７号・平成５年46号・11年60号・16年22号・18年155

号・20年10号・28年79号・30年４号・令和２年８号〕 

（特定建築設備等の定期報告） 

第16条 法第12条第３項の特定行政庁が指定する特定建築設備等は、前条第２項の表の左欄に掲げる

用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる要件に該当するものに設けら

れた機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備並びに法第28条第２項ただし書及び同条第３項の

規定により設けられた機械換気設備に限る。）、機械排煙設備（法第35条の規定により設けられた

機械排煙設備に限る。）及び非常用の照明装置（法第35条の規定により設けられた非常照明装置に

限る。）とする。 

２ 省令第６条第１項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年における次に掲げる期間と

する。 

(１) 政令第16条第３項第１号に掲げる昇降機にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める期間 

ア 基準月（法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第87条の４においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月をいう。以下この号

において同じ。）が１月又は６月から12月までである場合 当該基準月の２月前の月の１日か

ら当該基準月の末日まで 

イ 基準月が２月から５月までである場合 ４月１日から６月30日まで 

(２) 政令第16条第３項第２号に掲げる防火設備にあっては、４月１日から９月30日まで 

(３) 前項の特定建築設備等にあっては、４月１日から９月30日まで 

３ 法第12条第３項の規定による報告は、報告の日前３月以内に検査し、作成したものによってしな

ければならない。 

一部改正〔昭和55年規則10号・61年７号・平成11年60号・12年237号・289号・16年22号・

17年66号・73号・19年69号・20年10号・28年79号・令和元年11号・２年８号〕 

（工作物の定期報告） 

第16条の２ 省令第６条の２の２第１項に規定する特定行政庁が定める報告の時期は、毎年における

次に掲げる期間とする。 

(１) 政令第138条第２項第１号に掲げるものにあっては、４月１日から９月30日まで 



(２) 政令第138条第２項第２号及び第３号に掲げるものにあっては、４月１日から６月30日まで 

２ 法第88条第１項において準用する法第12条第１項又は第３項の規定による報告は、当該報告の日

前３月以内に検査し、作成したものによってしなければならない。 

追加〔平成28年規則79号〕 

（屎（し）尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定） 

第16条の２の２ 政令第32条第１項第１号の表の規定する屎（し）尿浄化槽を設ける区域のうち衛生

上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、北海道全域（下水道法（昭和33年法律第79号）

第４条第１項の事業計画のある区域で特に知事が認めるものを除く。）とする。 

追加〔昭和59年規則30号〕、一部改正〔平成12年規則289号・28年79号〕 

（多雪区域外の区域の建築設備等の構造計算の基準） 

第16条の３ 多雪区域外の区域の建築設備のうち法第20条第１項第１号から第３号までに掲げる建築

物に設ける屋上から突出する水槽、冷却塔、煙突その他これらに類するもの（以下「屋上水槽等」

という。）につき条例第21条第２項に規定する構造計算をするときは、次に掲げる基準によらなけ

ればならない。 

(１) 屋上水槽等及びその支持構造部、屋上水槽等の支持構造部への取付け部分並びに屋上水槽等

又はその支持構造部の建築物の構造耐力上主要な部分への取付け部分は、荷重及び外力によって

当該部分に生ずる力（次の表に掲げる式によって計算した長期及び短期の各力をいう。）に対し

て安全上支障のないことを確認すること。 

  

 

力の種類 

荷重及び外力に

ついて想定する

状態 

計算式 備考 

 

 長期に生

ずる力 

常時 Ｇ＋Ｐ    

 積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ  

 

短期に生

ずる力 

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ    

 

暴風時 

Ｇ＋Ｐ＋Ｗ 水又はこれに類するものを貯蔵する屋

上水槽等にあっては、水等の重量を積

載荷重から除くものとする。 

 

 
Ｇ＋Ｐ＋0.5Ｓ＋Ｗ 

 

 地震時 Ｇ＋Ｐ＋0.5Ｓ＋Ｋ    

 この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力（軸方向力、曲げモーメン

ト、せん断力等をいう。）を表すものとする。 

 

 Ｇ 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重によって生ずる力  

 Ｐ 屋上水槽等の積載荷重によって生ずる力  

 Ｓ 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力  

 Ｗ 風圧力によって生ずる力  

 風圧力によって生ずる力を計算する場合において、風圧力は、次のアによる速度圧に

次のイに定める風力係数を乗じて計算した数値とするものとする。ただし、屋上水槽等

又はその支持構造部の前面にルーバー等の有効な遮へい物がある場合においては、当該

数値から当該数値の４分の１を超えない数値を減じた数値とすることができる。 

 

 ア 速度圧は、政令第87条第２項の規定に準じて定めること。この場合において、同項

中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「屋上水槽等又はその支持構造部の地盤面か

らの高さ」と読み替えるものとする。 

 

 イ 風力係数は、政令第87条第４項の規定に準じて定めること。  

 Ｋ 地震力によって生ずる力  

 地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、特別な調査又は研究の

結果に基づき定める場合のほか、次の式によって計算した数値とするものとする。ただ

し、屋上水槽等又は屋上水槽等の部分の転倒、移動等による危害を防止するための有効

な措置が講じられている場合にあっては、当該数値から当該数値の２分の１を超えない

数値を減じた数値とすることができる。 

 



 Ｐ＝ｋｗ  

 （この式において、Ｐ、ｋ及びｗは、それぞれ次の数値を表すものとする。  

 Ｐ 地震力（単位 ニュートン）  

 ｋ 水平震度（政令第88条第１項に規定するＺの数値に1.0以上の数値を乗じて得

た数値とする。） 

 

 ｗ 屋上水槽等及びその支持構造部の固定荷重と屋上水槽等の積載荷重との和に積

雪荷重を加えた数値（単位 ニュートン）） 

 

(２) 屋上水槽等又はその支持構造部が緊結される建築物の構造上主要な部分は、屋上水槽等又は

その支持構造部から伝達される力に対して安全上支障のないことを確認すること。 

２ 多雪区域外の区域の法第88条第１項に規定する工作物のうち、政令第138条第１項第３号及び第

４号並びに第２項第１号に掲げる広告塔又は高架水槽等及び乗用エレベーター又はエスカレーター

（以下「工作物等」という。）につき条例第21条第２項に規定する構造計算をするときは、次に掲

げる基準によらなければならない。 

(１) 工作物等の構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力を、次の表に掲げる式によって計算す

ること。 

  

 
力の種類 

荷重及び外力について想定する

状態 
計算式 

 

 
長期に生ずる力 

常時 Ｇ＋Ｐ  

 積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ  

 

短期に生ずる力 

積雪時 Ｇ＋Ｐ＋Ｓ  

 
暴風時 

Ｇ＋Ｐ＋Ｗ  

 Ｇ＋Ｐ＋0.5Ｓ＋Ｗ  

 地震時 Ｇ＋Ｐ＋0.5Ｓ＋Ｋ  

 この表において、Ｇ、Ｐ、Ｓ、Ｗ及びＫは、それぞれ次の力（軸方向力、曲げモーメン

ト、せん断力等をいう。）を表すものとする。 

 

 Ｇ 工作物等の固定荷重によって生ずる力  

 Ｐ 工作物等の積載荷重によって生ずる力  

 Ｓ 政令第86条に規定する積雪荷重によって生ずる力  

 Ｗ 政令第87条に規定する風圧力によって生ずる力（風圧力によって生ずる力を計算する

場合において、同条中「建築物の屋根の高さ」とあるのは、「工作物等の高さ」と読み

替えるものとする。） 

 

 Ｋ 地震力によって生ずる力  

 地震力によって生ずる力を計算する場合において、地震力は、次の式によって計算し

た数値とするものとする。ただし、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮

し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる。 

 

 Ｐ＝ｋｗ  

 （この式において、Ｐ、ｋ及びｗは、それぞれ次の数値を表すものとする。  

 Ｐ 地震力（単位 ニュートン）  

 ｋ 水平震度（政令第88条第１項に規定するＺの数値に0.5以上の数値を乗じて得

た数値とする。） 

 

 ｗ 工作物等の固定荷重と積載荷重との和に積雪荷重を加えた数値（単位 ニュー

トン）） 

 

(２) 前号の規定によって計算した構造耐力上主要な部分の各部分に生ずる力に対し、構造耐力上

安全であることを確かめること。 

(３) 工作物等の地下部分については、地下部分に作用する地震力により生ずる力及び地上部分か

ら伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。構造耐

力上安全であることを確かめる場合において、地下部分に作用する地震力は、工作物等の地下部

分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算するものとする。ただ



し、工作物等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場

合においては、当該荷重とすることができる。 

（この式において、ｋ、Ｈ及びＺは、それぞれ次の数値を表すものとする。 

ｋ 水平震度 

Ｈ 工作物等の地下部分の各部分の地盤面からの深さ（20を超えるときは20とする。）

（単位 メートル） 

Ｚ 政令第88条第１項に規定するＺの数値） 

追加〔平成12年規則289号〕、一部改正〔平成19年規則69号・27年63号〕 

（積雪荷重） 

第17条 政令第86条第２項ただし書の規定により、多雪区域を別表第１のとおり指定する。 

２ 前項の多雪区域における積雪の単位荷重は、政令第86条第２項本文の規定にかかわらず、積雪１

センチメートルごとに１平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。 

３ 政令第86条第３項に規定する垂直積雪量の数値は、別表第２のとおりとする。 

４ 政令第86条第４項に規定する屋根の積雪荷重の数値を計算すべき場合における同条第１項の積雪

荷重に乗ずべき数値は、次の表の左欄に掲げる屋根ふき材による場合に限り、当該屋根ふき材に応

じ、当該右欄に掲げる算式によって計算したものとすることができる。 

  

 屋根ふき材の種類 算式  

 金属板 ｙ＝1.62－0.03ａ  

 繊維強化セメント板又はこれに類する材料で平滑にふいた場合 ｙ＝1.50－0.025ａ  

 この表において、ｙ及びａは、それぞれ次の数値を表わすものとする。  

 ｙ 積雪荷重に乗ずべき数値  

 ａ 屋根の勾（こう）配（単位 度）  

一部改正〔平成12年規則237号・17年73号〕 

（防寒構造） 

第17条の２ 条例第11条又は第13条に規定する規則で定める防寒構造は、次に掲げるところによる。 

(１) ア又はイに掲げる要件に該当すること。 

ア 次に掲げる基準に適合していること。 

(ア) 住宅（重ね建住宅、連続建住宅及び共同住宅にあっては、住戸。以下この条において同

じ。）の熱損失係数（内外の温度差が１度である場合において、１平方メートル当たり流出

する熱量をワットで表した数値をいう。以下同じ。）は、別表第３に掲げる地域の区分に応

じ、次の表の熱損失係数の項に掲げる数値以下とすること。ただし、住宅の年間暖冷房負荷

（１年間における暖房負荷及び冷房負荷の合計をメガジュールで表した数値を、住宅の床面

積の合計を平方メートルで表した数値で除して得た数値をいう。以下同じ。）を、別表第３

に掲げる地域の区分に応じ、次の表の年間暖冷房負荷の項に掲げる数値以下とする場合にあ

っては、この限りでない。 

  

 別表第３に掲げる地域の区分 Ⅰ Ⅱ  

 熱損失係数 1.8 2.7  

 年間暖冷房負荷 470 610  

(イ) 住宅の床面積１平方メートル当たり相当隙間面積を5.0平方センチメートル以下とする

こと。 

イ 次に掲げる基準に適合していること。 

(ア) 屋根（小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。以下同じ。）又はその直下の

天井、外気等（外気又は外気に通ずる床裏、小屋裏若しくは天井裏をいう。以下同じ。）に

接する天井、壁、床（地盤面をコンクリートその他これに類する材料で覆つたもの又は床裏

が外気に通じないもの（以下「土間床等」という。）を除く。以下同じ。）及び開口部並び

に外周が外気等に接する土間床等については、別表第３に掲げる地域の区分に応じ、断熱、

結露防止及び気密のための措置を講じた構造（以下「断熱構造」という。）とすること。た



だし、次のいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りでない。 

ａ 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫その他これらに類する空間の居室

に面する部位以外の部位 

ｂ 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁 

ｃ 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これらに類するも

の 

(イ) 躯（く）体（屋根又はその直下の天井、外気等に接する土間床等をいう。以下同じ。）

を（ア）に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、躯（く）体の設計、断熱材

の施工及び気密層（気密性の高い材で構成される層をいう。）の施工について、別に定める

基準によること。 

(ウ) 開口部を（ア）に定めるところにより断熱構造とする場合にあっては、開口部の熱貫流

率（内外の温度差が１度である場合において、１平方メートル当たり貫流する熱量をワット

で表した数値をいう。以下同じ。）並びに開口部の建具の性能及び施工について、別に定め

る基準によること。 

(２) 住宅における適正な換気量を確保するため、換気回数を住宅全体で１時間につき0.5回以上

とすることを設計条件として、全般換気（生活用品又は建材から発生する化学物質又は臭気、生

活に伴い発生する水蒸気その他一般的に想定される室内空気汚染物質の排出のための住宅全体を

対象とした換気をいう。以下同じ。）のための換気計画（新鮮空気（室内空気汚染物質を含まな

いとみなすことができる外気をいう。）の流入及び流出の経路を考慮してなされる全般換気及び

局所換気（汚染物質が発生する場所の局部的な換気をいう。）のための計画をいう。）を策定

し、当該計画に基づいた設計及び施工を行うこと。 

２ 前項第１号ア（ア）の熱損失係数及び年間暖冷房負荷並びに同号ア（イ）の床面積１平方メート

ル当たり相当隙間面積の算出方法は、別に定めるところによる。 

追加〔平成12年規則289号〕、一部改正〔平成14年規則119号〕 

（道路の位置の指定の申請等） 

第18条 法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合又は当該指定を受

けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようとする場合は、別記第10号様式の指定

（変更・廃止）申請書正副３通によってしなければならない。 

２ 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道路の位置を、砂

利敷、石標の埋設、側溝の築造その他のこれらに類する行為により明らかにした場合は、別記第10

号様式の２の工事中間報告書を提出しなければならない。 

３ 法第42条第１項第５号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇所及び両端の両側

に断面10センチメートル角、長さ45センチメートル以上のコンクリートくい又は石標を埋設してそ

の位置を標示しておかなければならない。ただし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明ら

かである場合又は当該道路の土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。 

一部改正〔平成11年規則60号〕 

（百貨店と道路との関係） 

第18条の２ 条例第27条に規定する知事が安全上支障がないものとして規則で定める場合は、次に掲

げる要件に該当する場合とする。 

(１) 敷地の外周の５分の１以上が道路に面すること。 

(２) 建築物の主要な出入口の存する面と異なる面に、避難上有効な出入口（避難上有効な位置に

あり、かつ、避難上有効な幅を有する出入口をいう。以下同じ。）を１つ以上設けること。 

(３) 避難上有効な出入口が、道路に有効に通ずる幅員６メートル以上の敷地内通路に面するこ

と。 

(４) 敷地には、前号に規定する敷地内通路の出入口のほか、道路に有効に通ずる幅６メートル以

上の出入口を設けること。 

２ 法第43条第２項第２号の規定により特定行政庁の許可を受けた百貨店に対する前項第１号、第３

号及び第４号の規定の適用については、同項第１号、第３号及び第４号中「道路」とあるのは、

「法第43条第２項第２号の規定による許可に係る道又は道路若しくは道に通ずる通行可能な空地若

しくは通路」とする。 



追加〔平成12年規則289号〕、一部改正〔平成22年規則17号・30年68号〕 

（建築物の建築等に係る許可申請） 

第19条 次に掲げる許可を受けようとする場合は、省令第10条の４第１項に規定する許可申請書正副

４通（第22号に掲げる許可のうち法第85条第３項若しくは第５項の規定による許可又は第23号に掲

げる許可のうち法第87条の３第３項若しくは第５項の規定による許可の場合にあっては、３通）

に、省令第１条の３第１項の表１の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置

図、各階平面図、２面以上の立面図及び断面図並びに知事が別に定める書類を添付しなければなら

ない。 

(１) 法第43条第２項第２号の規定による許可 

(２) 法第44条第１項第２号又は第４号の規定による許可 

(３) 法第47条ただし書の規定による許可 

(４) 法第48条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項ただし書、第４項ただし書、第５項ただ

し書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、第９項ただし書、第10項ただし書、

第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書（法第87条第２項又は第

３項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による許可 

(５) 法第51条ただし書（法第87条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

る許可 

(６) 法第52条第10項、第11項又は第14項各号の規定による許可 

(７) 法第53条第４項、第５項又は第６項第３号の規定による許可 

(８) 法第53条の２第１項第３号又は第４号（法第57条の５第３項において準用する場合を含

む。）の規定による許可 

(９) 法第55条第３項各号の規定による許可 

(10) 法第56条の２第１項ただし書の規定による許可 

(11) 法第57条の４第１項ただし書の規定による許可 

(12) 法第59条第１項第３号又は第４項の規定による許可 

(13) 法第59条の２第１項の規定による許可 

(14) 法第60条の２第１項第３号の規定による許可 

(15) 法第60条の２の２第１項第２号又は第３項ただし書の規定による許可 

(16) 法第60条の３第１項第３号又は第２項ただし書の規定による許可 

(17) 法第67条第３項第２号、第５項第２号又は第９項第２号の規定による許可 

(18) 法第68条第１項第２号、第２項第２号又は第３項第２号の規定による許可 

(19) 法第68条の３第４項の規定による許可 

(20) 法第68条の５の３第２項の規定による許可 

(21) 法第68条の７第５項の規定による許可 

(22) 法第85条第３項、第５項又は第６項の規定による許可 

(23) 法第87条の３第３項、第５項又は第６項の規定による許可 

２ 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る前項第４号、第５号又は第

22号の許可についての許可申請書には、別記第１号様式の工場・危険物調書を添付しなければなら

ない。 

３ 増築し、及び用途を変更する場合に係る第１項第４号、第５号又は第23号の許可についての許可

申請書には、別記第２号様式の既存建築物実態調書を添付しなければならない。 

一部改正〔昭和53年規則24号・59年30号・62年89号・平成３年６号・５年46号・７年32

号・11年60号・12年289号・14年119号・17年66号・19年103号・27年63号・28年95号・30

年４号・68号・令和元年11号・２年101号〕 

（工作物の築造に係る許可申請） 

第19条の２ 法第88条第２項において準用する法第48条第１項ただし書、第２項ただし書、第３項た

だし書、第４項ただし書、第５項ただし書、第６項ただし書、第７項ただし書、第８項ただし書、

第９項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第

14項ただし書又は法第51条ただし書（法第87条第２項又は第３項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）の規定による許可を受けようとする場合は、省令第10条の４第４項に規定する許可



申請書正副４通に、省令第３条第２項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取

図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図並びに知事が別に定める書類を添付しな

ければならない。 

２ 政令第138条第３項第１号又は第５号に掲げる工作物に係る前項に規定する許可についての許可

申請書には、別記第１号様式の工場・危険物調書を添付しなければならない。 

追加〔昭和50年規則42号〕、一部改正〔昭和59年規則30号・平成５年46号・11年60号・19

年103号・30年４号〕 

（認定申請） 

第19条の３ 次に掲げる認定を受けようとする場合は、省令第10条の４の２第１項に規定する認定申

請書（第１号及び第15号から第21号までの認定に係る申請書を除く。）又は別記第11号様式の認定

申請書（第１号及び第15号から第21号までの認定に係る申請書に限る。）正副４通（第４号、第５

号及び第12号の認定の場合にあっては、３通）に、省令第１条の３第１項の表１の明示すべき事項

の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の立面図及び断面図並び

に知事が別に定める書類を添付しなければならない。 

(１) 法第３条第１項第４号の規定による認定 

(２) 法第43条第２項第１号の規定による認定 

(３) 法第44条第１項第３号の規定による認定 

(４) 法第55条第２項の規定による認定 

(５) 法第57条第１項の規定による認定 

(６) 法第68条第５項の規定による認定 

(７) 法第68条の３第１項から第３項まで又は第７項の規定による認定 

(８) 法第68条の４第１項の規定による認定 

(９) 法第68条の５の２の規定による認定 

(10) 法第68条の５の５第１項又は第２項の規定による認定 

(11) 法第68条の５の６の規定による認定 

(12) 法第86条の６第２項の規定による認定 

(13) 政令第131条の２第２項又は第３項の規定による認定 

(14) 政令第137条の16第２号の規定による認定 

(15) 条例第４条第１項ただし書（条例第５条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る認定 

(16) 条例第６条ただし書の規定による認定 

(17) 条例第23条ただし書の規定による認定 

(18) 条例第33条第１項ただし書の規定による認定 

(19) 条例第48条の規定による認定 

(20) 条例第49条第１項又は第２項の規定による認定 

(21) 条例第56条の規定による認定 

追加〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成11年規則134号・12年289号・14年119号・17

年66号・19年103号・27年63号・30年68号〕 

（許可内容等の変更） 

第20条 前３条に掲げる許可若しくは認定（前条第１号の認定を除く。）、第24条第１項に規定する

認定若しくは同条第２項に規定する許可若しくは第24条の２に規定する認定若しくは変更の認定を

受けた建築物若しくは工作物又は第22条に規定する指定を受けた特例敷地について、当該許可若し

くは認定若しくは変更の認定又は指定に係る内容を変更しようとする者は、別記第12号様式の許可

等内容変更承認申請書正副４通（第19条第１項第22号及び第23号の許可並びに前条第４号、第５号

及び第12号並びに第24条第１項に規定する認定の場合にあっては、３通）に、変更前の建築物若し

くは工作物又は特例敷地に係る許可若しくは認定又は指定の通知書及びその変更内容を明らかにし

た設計図書を添付して当該許可若しくは認定又は指定をした知事又は総合振興局長等に提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記載事項に変更がない場合は、当該設計図書

の添付を要しない。 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成12年規則237号・14年119号・17年66号・



19年69号・103号・22年45号・27年63号・30年68号・令和元年11号・２年101号〕 

（角地等の指定） 

第21条 法第53条第３項第２号の知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とす

る。 

(１) ２の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が６メートル以上で、かつ、そ

の和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その

敷地の周囲の長さの３分の１以上の当該道路に接しているもの 

(２) ２の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が６メートル以上で、かつ、その和

が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの３分の１以上が当該道路に接し、かつ、その

８分の１以上がそれぞれの道路に接するもの 

(３) 幅員が６メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ず

るもの 

一部改正〔昭和53年規則24号〕 

（特例容積率の限度の指定又は指定の取消し） 

第22条 法第57条の２第３項の規定による指定又は法第57条の３第２項の規定による指定の取消しに

係る申請書の提出部数は、正副４通とする。 

２ 前項の指定の申請に係る省令第10条の４の４第１項第３号に掲げる書面又は前項の指定の取消し

の申請に係る省令第10条の４の７第１項第２号に掲げる書面は、別記第13号様式とする。 

追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成17年規則73号・19年69号〕 

（建築協定の認可等の申請） 

第23条 法第70条第１項、第74条第１項（法第76条の３第６項において準用する場合を含む。）若し

くは第76条第１項（法第76条の３第６項において準用する場合を含む。）又は第76条の３第２項の

規定により建築協定の認可又はその変更若しくは廃止の認可を受けようとする場合は、別記第14号

様式の認可（変更・廃止）申請書正副３通に次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(１) 建築協定書 

(２) 建築協定区域並びに建築協定区域内の地形及び地物を表示した図面 

(３) 法第70条第２項（法第74条第２項（法第76条の３第６項において準用する場合を含む。）に

おいて準用する場合を含む。）又は第76条第１項（法第76条の３第６項において準用する場合を

含む。）の合意を証する書面 

(４) その他知事が必要と認める図書 

一部改正〔昭和53年規則24号・平成11年134号〕 

（借地権の消滅の届出） 

第23条の２ 法第74条の２第３項の規定による届出は、別記第14号様式の２によってするものとす

る。 

追加〔昭和53年規則24号〕、一部改正〔平成11年規則60号・31年15号〕 

（一の敷地とみなすこと等による建築物の認定又は許可及び認定又は許可の取消し） 

第24条 法第86条第１項若しくは第２項若しくは第86条の２第１項の規定による認定又は法第86条の

５第２項の規定による認定の取消しに係る申請書の提出部数は、正副３通とする。 

２ 法第86条第３項若しくは第４項若しくは第86条の２第２項若しくは第３項の規定による許可又は

法第86条の５第３項の規定による許可の取消しに係る申請書の提出部数は、正副４通とする。 

３ 第１項の認定又は認定の取消し申請に係る省令第10条の16第１項第３号又は第10条の21第１項第

２号の規定による書面は、別記第15号様式によるものとする。 

４ 第２項の許可又は許可の取消し申請に係る省令第10条の16第１項第３号若しくは第３項第２号又

は第10条の21第１項第２号の規定による書面は、別記第16号様式によるものとする。 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成14年規則119号・17年66号〕 

（既存不適格建築物の２以上の工事の全体計画の認定又は変更の認定） 

第24条の２ 法第86条の８第１項若しくは第87条の２第１項の規定による認定又は法第86条の８第３

項（法第87条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認定に係る申請書の

提出部数は、正副４通とする。 

２ 前項の認定又は変更の認定の申請に係る省令第10条の23第１項第１号ハに掲げる書面は、別記第



２号様式とする。 

３ 省令第10条の23第６項の規則で定める図書及び書類は、法第６条の３第７項に規定する適合判定

通知書の写しとする。 

追加〔平成17年規則66号〕、一部改正〔平成17年規則73号・27年63号・令和元年11号〕 

（前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特

例） 

第25条 政令第130条の12第５号の規則で定める建築物の部分は、公共用歩廊及び道路の上空に設け

られた渡り廊下と接続する敷地内の部分とする。 

追加〔昭和62年規則89号〕、一部改正〔平成11年規則60号〕 

（報告に関する書類の保存期間） 

第26条 省令第６条の３第５項第２号の特定行政庁が定める期間は、同条第２項第７号から第９号ま

での書類の提出を受けた日から同日後最初に到来する第15条第１項及び第２項、第16条第２項並び

に第16条の２第１項に規定する報告の時期の期間の末日（当該期間内に省令第６条の３第２項第７

号から第９号までの書類の提出がなかったときは、当該書類の提出を受けた日）又は当該報告に係

る建築物等が滅失し、若しくは除却された日のいずれか早い日までの期間とする。 

追加〔平成19年規則69号〕、一部改正〔平成28年規則79号〕 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条、第５条及び第７条の規定は、昭和48年４

月１日から施行する。 

２ 支庁に置かれる建築主事の分掌する事務の範囲及び知事若しくは支庁長又は建築主事に提出する

書類については、この規則による改正前の建築基準法施行細則（以下「改正前の規則」という。）

第３条から第５条までの規定は、昭和48年３月31日までの間は、なおその効力を有する。 

３ 建築基準法の一部を改正する法律（昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。）附則第13

項の規定による改正前の都市計画法（昭和43年法律第100号）に規定する都市計画区域でこの規則

の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその部分については、

昭和48年12月31日（その日前に改正法による改正後の都市計画法（以下「改正後の都市計画法」と

いう。）第２章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され

たときは、同法第20条第１項の規定による告示があった日）までの間は、第19条（第３号及び第５

号から第７号までに限る。）の規定は、適用せず、改正前の規則第９条（第２号及び第４号に限

る。）及び第10条第１項の規定は、なおその効力を有する。 

４ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいてした手続その他の行為は、この規則中に

これに相当する規定があるときは、この規則によってしたものとみなす。 

５ この規則の施行後最初に行う法第12条第１項及び第２項の規定による報告は、次の各号に定める

年から施行する。 

(１) 第15条第１項の表の(い)欄の(３)項、(４)項及び(６)項に掲げる用途に供する建築物にあっ

ては、昭和48年 

(２) 第15条第１項の表の(い)欄の(１)項に掲げる用途に供する建築物にあっては、昭和49年 

(３) 第15条第１項の表の(い)欄の(２)項及び(５)項に掲げる用途に供する建築物にあっては、昭

和50年 

(４) 第16条第１項各号及び第２項各号に掲げる建築設備等にあっては、昭和48年 

６ 法第12条第１項及び第２項の規定による報告であって昭和48年に報告することとされているもの

に係る当該報告の時期は、第15条第２項及び第16条第３項の規定にかかわらず、この規則の施行の

日から昭和48年12月31日までの期間とする。 

７ 昭和47年１月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に第16条第１項第１号又は第２号に掲

げる建築設備を新たに設けて法第７条第３項（法第87条の２第１項において準用する場合を含

む。）に規定する検査済証の交付を受けた場合における当該建築設備に係る法第12条第２項の規定

による最初の報告の時期は、昭和49年１月１日から昭和49年12月31日までとする。 

８ この規則の施行の際現に存する建築物又は建築物の部分であって、昭和46年１月１日からこの規

則の施行の日の前日までの間に用途地域、高度利用地区又は防火地域に関する改正後の都市計画法

第４条第２項に規定する都市計画の決定又は変更により法第48条第１項から第８項まで、第52条第



１項、第59条第１項又は第61条の規定に適合しなくなったものの所有者又は管理者は、当該決定又

は変更の日における当該建築物又は建築物の部分の状況を、この規則の施行の日から30日以内に知

事に届け出なければならない。 

９ 政令第16条第３項第１号に掲げる昇降機について令和２年４月１日から令和３年１月31日までの

間に法第12条第３項の規定による報告が行われた場合における当該昇降機に係る第16条第２項の規

定の適用については、同項第１号ア中「法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第87条の４に

おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるの

は、「令和２年４月１日から令和３年１月31日までの間に行われた報告の日」とする。 

追加〔令和２年規則８号〕 

附 則（昭和50年６月23日規則第42号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際に存する工作物であって、この規則の施行の日の前日までの間に用途地域に

関する都市計画の決定又は変更により法第88条第２項において準用する法第48条第１項から第６項

までの規定に適合しなくなったものの所有者又は管理者は、昭和50年４月１日（当該決定又は変更

の日が同日後である場合には、当該決定又は変更の日）における当該工作物の状況を、この規則の

施行の日から30日以内に知事に届け出なければならない。 

附 則（昭和53年４月１日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和55年３月29日規則第10号） 

１ この規則は、昭和55年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行後最初に行う建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条第１項及び第２項の規

定による報告は、次の各号に定める年から施行する。 

(１) この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）第15条第１

項の表の(い)欄に掲げる用途に供する建築物であって地下街に存するもの（床面積の合計が

1,500平方メートル以下の地下街に存するものを除く。以下「地下街建築物」という。）にあっ

ては、昭和55年 

(２) 改正後の規則第15条第１項の表の(い)欄の(２)項、(５)項及び(７)項に掲げる用途に供する

建築物（地下街建築物を除く。）にあっては、昭和55年（同表の(い)欄の(２)項に掲げる病院、

診療所の用途に供する建築物（地下街建築物を除く。）にあっては、昭和58年） 

(３) 改正後の規則第15条第１項の表の(い)欄の(１)項及び(４)項に掲げる用途に供する建築物

（地下街建築物を除く。）にあっては、昭和56年 

(４) 改正後の規則第15条第１項の表の(い)欄の(３)項及び(６)項に掲げる用途に供する建築物

（地下街建築物を除く。）にあっては、昭和57年 

(５) 改正後の規則第16条第１項各号及び第２項各号に掲げる建築設備等にあっては、昭和55年 

附 則（昭和58年12月１日規則第84号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和59年３月31日規則第30号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年３月30日規則第19号） 

この規則は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（昭和61年１月27日規則第７号） 

この規則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年11月16日規則第89号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年11月７日規則第107号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規

則による改正後の様式による証明書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合

においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、昭和64年３月31日までの間使用す



ることを妨げない。 

附 則（平成元年３月31日規則第68号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年１月21日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年６月25日規則第46号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４年法律第82

号）第１条の規定による改正前の都市計画法（昭和43年法律第100号）の規定により定められてい

る都市計画区域内の用途地域に関しては、平成８年６月24日（同日前に同条の規定による改正後の

都市計画法第２章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定さ

れたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第１項の規定による告示があった日）ま

での間は、この規則による改正前の建築基準法施行細則第６条第２号、第10条第３項、第19条第１

項第３号、第19条の２第22条及び第25条の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成７年４月１日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年８月30日規則第78号） 

この規則は、平成８年９月１日から施行する。 

附 則（平成９年５月31日規則第101号） 

１ この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定によりされている申

請その他の行為でこの規則の施行の日において当該行為に係る事務を行うべき者が異なることとな

るものの処理については、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

附 則（平成11年４月30日規則第60号） 

この規則は、平成11年５月１日から施行する。 

附 則（平成11年12月17日規則第134号） 

この規則は、平成12年２月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月28日規則第80号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年５月30日規則第237号） 

この規則は、平成12年６月１日から施行する。 

附 則（平成12年12月27日規則第289号） 

１ この規則は、平成13年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該

各号に定める日から施行する。 

(１) 第２条第３項の改正規定（「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める部分に限る。） 平成

13年１月６日 

(２) 別表第１及び別表第２の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定 平成13年４月１日 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」とい

う。）第６条第１項（法第88条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によりさ

れている確認の申請又は法第18条第２項（法第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定

によりされている通知に係る建築物又は同項に規定する工作物（以下「工作物」という。）の計画

及びこれに基づき建築された建築物又は築造された工作物に対する確認、検査等の基準について

は、この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「新規則」という。）の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

３ 附則第１項第２号に掲げる規定の施行前に法第６条第１項又は法第18条第３項（法第88条第１項

において準用する場合を含む。）の規定により確認を受けた建築物又は工作物の計画であって、こ

の規則の施行の際当該工事に着手していないものに基づき建築された建築物又は築造された工作物

に対する検査等の基準については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成13年３月27日規則第17号） 



この規則は、平成13年４月１日から施行する。ただし、第11条の２第２号及び別表第２の改正規定

は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年12月27日規則第119号） 

この規則は、平成15年１月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月19日規則第22号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年11月30日規則第127号） 

この規則は、平成16年12月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月４日規則第２号） 

１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙があ

る場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし

て使用することを妨げない。 

附 則（平成17年３月18日規則第15号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年６月１日規則第66号） 

１ この規則は、平成17年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて作成され

ている用紙がある場合においては、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわら

ず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

附 則（平成17年６月17日規則第73号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて作成され

ている用紙がある場合においては、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわら

ず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

附 則（平成17年８月31日規則第86号） 

この規則は、平成17年９月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中八雲町に係る部分並

びに別表第２の改正規定中石狩市、新篠津村、厚田村、浜益村、森町、八雲町、熊石町、生田原町、

遠軽町、丸瀬布町及び白滝村に係る部分は同年10月１日から、別表第１の改正規定中阿寒町に係る部

分並びに別表第２の改正規定中阿寒町及び音別町に係る部分は同月11日から施行する。 

附 則（平成18年１月31日規則第３号） 

この規則は、平成18年３月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１) 第３条中建築基準法施行細則別表第２の改正規定（松前町、北斗市、上磯町及び大野町に係

る部分に限る。）（中略） 平成18年２月１日 

(２) 第３条中建築基準法施行細則別表第２の改正規定（幕別町及び忠類村に係る部分に限る。） 

平成18年２月６日 

(３) 第３条中建築基準法施行細則別表第１及び別表第２の改正規定（大滝村、伊達市及び日高町

に係る部分に限る。）（中略） 平成18年３月１日 

(４) （前略）第３条中建築基準法施行細則別表第２の改正規定（端野町、留辺蘂町及び常呂町に

係る部分に限る。） 平成18年３月５日 

(５) 第３条中建築基準法施行細則別表第２の改正規定（枝幸町及び歌登町に係る部分に限る。） 

平成18年３月20日 

(６) （前略）第３条中建築基準法施行細則別表第２の改正規定（東藻琴村、女満別町、湧別町及

び大空町に係る部分に限る。）（中略） 平成18年３月31日 

附 則（平成18年12月８日規則第155号） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて作成され

ている用紙がある場合においては、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわら

ず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 



附 則（平成19年６月19日規則第69号） 

この規則は、平成19年６月20日から施行する。 

附 則（平成19年10月19日規則第103号） 

この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第19条の３の改正規定（同条第６号に係る

部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年11月30日規則第108号） 

１ この規則は、平成20年１月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定（同条第１号の改正規

定及び同条第７号中「又は仮設建築物」の次に「（第４条第１項第１号から第３号までに掲げる建

築物に該当するものに限る。）」を加える改正規定を除く。）及び附則第４項の規定は、平成19年

11月30日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則（以下「改正前の規則」と

いう。）の規定によりされている申請その他の行為でこの規則の施行の日において当該行為に係る

事務を行うべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の建築基準法

施行細則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合において

は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

４ 支庁長事務委任規則（昭和23年北海道規則第80号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成20年３月14日規則第10号） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に建築基準法（昭和25年法律第201号。以下

「法」という。）第12条第１項の調査を開始した者に係る施行日以後における同項の規定による報

告及び施行日前に同条第３項（法第88条第１項において準用する場合を含む。以下同じ。）の検査

を開始した者に係る施行日以後における法第12条第３項の規定による報告については、この規則に

よる改正後の建築基準法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成21年３月31日規則第48号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年10月２日規則第83号） 

この規則は、平成21年10月５日から施行する。 

附 則（平成22年３月24日規則第17号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規

則による改正後の様式による証明書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙があ

る場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし

て使用することを妨げない。 

附 則（平成22年３月31日規則第41号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第45号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式による証明書等は、この規

則による改正後の様式による証明書等とみなす。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙があ

る場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をし

て使用することを妨げない。 

附 則（平成23年５月31日規則第31号抄） 



（施行期日） 

１ この規則は、平成23年６月１日から施行する。 

附 則（平成27年５月29日規則第63号） 

この規則は、平成27年６月１日から施行する。 

附 則（平成28年５月31日規則第79号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の建築基準法施行細則（以下「改正後の規則」という。）第15条第１項若

しくは第２項、第16条第２項又は第16条の２第１項の規定により平成28年中に行うこととなる建築

基準法の一部を改正する法律（平成26年法律第54号）による改正後の建築基準法（昭和25年法律第

201号）（以下「改正後の法」という。）第12条第１項又は第３項（これらの規定を改正後の法第

88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による報告は、改正後の規則第15条第１項及び

第２項、第16条第２項並びに第16条の２第１項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成

29年３月31日までに行うものとする。この場合における改正後の規則第26条の規定の適用について

は、同条中「同日後最初に到来する第15条第１項及び第２項、第16条第２項並びに第16条の２第１

項に規定する報告の時期の期間の末日」とあるのは、「平成29年３月31日」とする。 

３ 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成28年国土交通省令第10号）附則第２条第４項

に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備に関する改正後の法第12条第３項の規定による報告に対

する改正後の規則第16条第２項の規定の適用については、平成30年12月31日までの間は、同項中

「毎年における次に」とあるのは「次に」と、同項第１号中「前回の報告の日（建築主が当該昇降

機を新たに設置した場合における最初の報告（省令第６条第１項の規定により除かれた時期の直後

のものをいう。）にあっては、法第７条第５項又は法第７条の２第５項（法第87条の２においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日）の属する月の２月

前の月の１日から当該属する月の２月後の月（この月が報告すべき年の次の年に属することとなる

場合にあっては、報告すべき年の12月）の末日」とあるのは「平成30年４月１日から同年12月31

日」と、同項第２号中「４月１日から９月30日」とあるのは「平成30年４月１日から同年９月30

日」とする。 

附 則（平成28年10月18日規則第95号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月16日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定によりされている申

請その他の行為でこの規則の施行の日（以下「施行日」という。）において当該行為に係る事務を

行うべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の建築基準法施行細

則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則第15条第２項の規定は、施行日以後に報告の時期が到来する建築基準法（昭和25年

法律第201号）第12条第１項又は第３項の規定による報告について適用する。 

附 則（平成30年10月19日規則第68号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月15日規則第15号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月12日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年２月25日規則第８号） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

(１) 第15条第１項の改正規定 公布の日 



(２) 次項の規定 令和２年４月１日 

２ この規則による改正前の建築基準法施行細則（以下「改正前の規則」という。）第16条第２項

（第１号に係る部分に限る。）の規定によりこの規則の施行の日前に行うこととされる建築基準法

（昭和25年法律第201号）第12条第３項の規定による報告は、改正前の規則第16条第２項の規定に

かかわらず、令和２年４月１日から令和３年１月31日までの間に行わなければならない。この場合

における改正前の規則第26条の規定の適用については、同条中「第16条の２第１項」とあるのは、

「第16条の２第１項並びに建築基準法施行細則の一部を改正する規則（令和２年北海道規則第８

号）附則第２項」とする。 

附 則（令和２年12月４日規則第101号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第34号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されてい

る用紙がある場合においては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分

の間、必要な調整をして使用することを妨げない。 

別表第１（第17条関係） 

  

 多雪区域（総合振興局等の管内には市の区域を含むものとする。）  

 空知総合振興局管内の全域  

 石狩振興局管内のうち千歳市及び恵庭市を除く全域  

 後志総合振興局管内の全域  

 胆振総合振興局管内のうち伊達市（大滝区の区域に限る。）、豊浦町及び洞爺湖町（洞爺

町、大原、香川、成香、伏見、財田、岩屋、富丘、旭浦、早月及び川東の区域に限る。） 

 

 日高振興局管内のうち日高町（字千栄、字日高、字富岡、字三岩、本町東、本町西、栄町

東、栄町西、新町、松風町、宮下町、山手町及び若葉町の区域に限る。） 

 

 渡島総合振興局管内のうち長万部町及び八雲町（熊石折戸町、熊石泉岱町、熊石相沼町、熊

石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石大谷町、熊石鮎川町、熊石平町、熊

石畳岩町、熊石根崎町、熊石雲石町、熊石鳴神町、熊石西浜町及び熊石関内町の区域を除

く。） 

 

 檜山振興局管内のうち奥尻町、今金町及びせたな町（大成区の区域を除く。）  

 上川総合振興局管内の全域  

 留萌振興局管内の全域  

 宗谷総合振興局管内の全域  

 オホーツク総合振興局管内の全域  

 十勝総合振興局管内のうち本別町及び足寄町を除く全域  

 釧路総合振興局管内のうち標茶町、弟子屈町及び鶴居村  

 根室振興局管内のうち根室市を除く全域  

全部改正〔平成22年規則45号〕 

別表第２（第17条関係） 

  

 垂直積雪量 

（単位センチメート

ル以上） 

適用区域（総合振興局等の管内には市の区域を含むものとする。） 

 

 60 日高振興局管内のうち日高町（字千栄、字日高、字富岡、字三岩、本町

東、本町西、栄町東、栄町西、新町、松風町、宮下町、山手町及び若葉

町の区域に限る。）及び平取町を除く全域 

 

 70 胆振総合振興局管内のうち登別市、伊達市（大滝区の区域を除く。）、 



白老町及びむかわ町（穂別栄、穂別仁和、穂別和泉、穂別豊田、穂別、

穂別稲里、穂別長和、穂別平丘、穂別安住、穂別富内及び穂別福山の区

域を除く。） 

   日高振興局管内のうち平取町  

   渡島総合振興局管内のうち鹿部町及び森町（字砂原、字砂原原野、字砂

原西及び字砂原東の区域に限る。） 

 

   釧路総合振興局管内のうち釧路町、厚岸町及び浜中町  

   根室振興局管内のうち根室市  

 80 石狩振興局管内のうち千歳市  

   胆振総合振興局管内のうち壮瞥町、厚真町及び洞爺湖町（洞爺町、大

原、香川、成香、伏見、財田、岩屋、富丘、旭浦、早月及び川東の区域

を除く。） 

 

   十勝総合振興局管内のうち本別町及び足寄町  

   釧路総合振興局管内のうち白糠町  

 90 石狩振興局管内のうち恵庭市  

   胆振総合振興局管内のうち安平町及びむかわ町（穂別栄、穂別仁和、穂

別和泉、穂別豊田、穂別、穂別稲里、穂別長和、穂別平丘、穂別安住、

穂別富内及び穂別福山の区域に限る。） 

 

   渡島総合振興局管内のうち北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内

町、七飯町、森町（字砂原、字砂原原野、字砂原西及び字砂原東の区域

を除く。）及び八雲町（熊石折戸町、熊石泉岱町、熊石相沼町、熊石館

平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石大谷町、熊石鮎川

町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊石雲石町、熊石鳴神町、熊

石西浜町及び熊石関内町の区域に限る。） 

 

   檜山振興局管内のうち江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及びせたな

町（大成区の区域に限る。） 

 

 100 オホーツク総合振興局管内のうち網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜

里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町及び大

空町十勝総合振興局管内のうち池田町、豊頃町、陸別町及び浦幌町 

 

   釧路総合振興局管内のうち標茶町、弟子屈町及び鶴居村  

   根室振興局管内のうち根室市を除く全域  

 110 空知総合振興局管内のうち由仁町及び栗山町  

   渡島総合振興局管内のうち八雲町（熊石折戸町、熊石泉岱町、熊石相沼

町、熊石館平町、熊石泊川町、熊石黒岩町、熊石見日町、熊石大谷町、

熊石鮎川町、熊石平町、熊石畳岩町、熊石根崎町、熊石雲石町、熊石鳴

神町、熊石西浜町及び熊石関内町の区域を除く。）及び長万部町 

 

   檜山振興局管内のうちせたな町（大成区の区域を除く。）  

   宗谷総合振興局管内のうち猿払村  

   十勝総合振興局管内のうち幕別町（忠類栄町、忠類幸町、忠類本町、忠

類錦町、忠類白銀町、忠類日和、忠類西当、忠類協徳、忠類朝日、忠類

公親、忠類共栄、忠類東宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類明和、忠類新

生、忠類中当、忠類古里及び忠類晩成の区域を除く。） 

 

 120 空知総合振興局管内のうち芦別市  

   オホーツク総合振興局管内のうち遠軽町（生田原、生田原安国、生田原

旭野、生田原水穂、生田原豊原、生田原清里、生田原岩戸、生田原伊吹

及び生田原八重の区域に限る。）、興部町及び雄武町 

 

   十勝総合振興局管内のうち士幌町、上士幌町及び鹿追町  

 130 空知総合振興局管内のうち岩見沢市（栗沢町本町、栗沢町南本町、栗沢

町北本町、栗沢町東本町、栗沢町西本町、栗沢町幸穂町、栗沢町砺波、

 



栗沢町栗部、栗沢町耕成、栗沢町北斗、栗沢町自協、栗沢町越前、栗沢

町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗沢町必成、栗沢町小西、栗沢町岐阜、栗沢

町栗丘、栗沢町加茂川、栗沢町最上、栗沢町由良、栗沢町上幌、栗沢町

茂世丑、栗沢町宮村、栗沢町美流渡本町、栗沢町美流渡末広町、栗沢町

美流渡東栄町、栗沢町美流渡錦町、栗沢町美流渡栄町、栗沢町美流渡吉

野町、栗沢町美流渡南町、栗沢町美流渡西町、栗沢町美流渡若葉町、栗

沢町美流渡桜町、栗沢町美流渡緑町、栗沢町美流渡楓町、栗沢町美流渡

東町、栗沢町万字仲町、栗沢町万字曙町、栗沢町万字幸町、栗沢町万字

大平、栗沢町万字巴町、栗沢町万字睦町、栗沢町万字英町、栗沢町万字

寿町、栗沢町万字旭町、栗沢町万字西原町、栗沢町万字錦町、栗沢町万

字二見町及び栗沢町西万字の区域に限る。）、南幌町及び長沼町 

   後志総合振興局管内のうち島牧村及び寿都町  

   胆振総合振興局管内のうち伊達市（大滝区優徳町、大滝区昭園町及び大

滝区北湯沢温泉町の区域に限る。）、豊浦町及び洞爺湖町（洞爺町、大

原、香川、成香、伏見、財田、岩屋、富丘、旭浦、早月及び川東の区域

に限る。） 

 

   日高振興局管内のうち日高町（字千栄、字日高、字富岡、字三岩、本町

東、本町西、栄町東、栄町西、新町、松風町、宮下町、山手町及び若葉

町の区域に限る。） 

 

   檜山振興局管内のうち奥尻町及び今金町  

   上川総合振興局管内のうち富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布

町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、和寒町及

び剣淵町 

 

   留萌振興局管内のうち初山別村、遠別町及び天塩町  

   宗谷総合振興局管内のうち稚内市、浜頓別町、豊富町、礼文町及び幌延

町 

 

   オホーツク総合振興局管内のうち遠軽町（生田原、生田原安国、生田原

旭野、生田原水穂、生田原豊原、生田原清里、生田原岩戸、生田原伊

吹、生田原八重の区域を除く。）、滝上町及び西興部村 

 

   十勝総合振興局管内のうち音更町、新得町、清水町、芽室町、更別村及

び幕別町（忠類栄町、忠類幸町、忠類本町、忠類錦町、忠類白銀町、忠

類日和、忠類西当、忠類協徳、忠類朝日、忠類公親、忠類共栄、忠類東

宝、忠類元忠類、忠類幌内、忠類明和、忠類新生、忠類中当、忠類古里

及び忠類晩成の区域に限る。） 

 

 140 石狩振興局管内のうち北広島市、石狩市（浜益区の区域を除く。）、当

別町及び新篠津村 

 

   後志総合振興局管内のうち共和町及び岩内町  

   上川総合振興局管内のうち士別市（朝日町の区域を除く。）及び名寄市  

   留萌振興局管内のうち苫前町及び羽幌町  

   宗谷総合振興局管内のうち枝幸町（歌登の区域を除く。）  

 150 空知総合振興局管内のうち夕張市（丁未、錦、小松、富岡、福住、住

初、高松、社光、本町、昭和、旭町、末広、鹿の谷、常盤、日吉、若

菜、平和、千代田及び鹿島の区域を除く。） 

 

   石狩振興局管内のうち石狩市（浜益区の区域に限る。）  

   後志総合振興局管内のうち泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町及

び余市町 

 

   上川総合振興局管内のうち士別市（朝日町の区域に限る。）、愛別町、

上川町及び下川町 

 

   留萌振興局管内のうち留萌市、増毛町及び小平町  



   宗谷総合振興局管内のうち利尻町及び利尻富士町  

   十勝総合振興局管内のうち中札内村、大樹町及び広尾町  

 160 空知総合振興局管内のうち岩見沢市（栗沢町本町、栗沢町南本町、栗沢

町北本町、栗沢町東本町、栗沢町西本町、栗沢町幸穂町、栗沢町砺波、

栗沢町栗部、栗沢町耕成、栗沢町北斗、栗沢町自協、栗沢町越前、栗沢

町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗沢町必成、栗沢町小西、栗沢町岐阜、栗沢

町栗丘、栗沢町加茂川、栗沢町最上、栗沢町由良、栗沢町上幌、栗沢町

茂世丑、栗沢町宮村、栗沢町美流渡本町、栗沢町美流渡末広町、栗沢町

美流渡東栄町、栗沢町美流渡錦町、栗沢町美流渡栄町、栗沢町美流渡吉

野町、栗沢町美流渡南町、栗沢町美流渡西町、栗沢町美流渡若葉町、栗

沢町美流渡桜町、栗沢町美流渡緑町、栗沢町美流渡楓町、栗沢町美流渡

東町、栗沢町万字仲町、栗沢町万字曙町、栗沢町万字幸町、栗沢町万字

大平、栗沢町万字巴町、栗沢町万字睦町、栗沢町万字英町、栗沢町万字

寿町、栗沢町万字旭町、栗沢町万字西原町、栗沢町万字錦町、栗沢町万

字二見町及び栗沢町西万字の区域を除く。）、美唄市、赤平市、三笠

市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市（多度志、多度志南、湯内、宇

摩、ウッカ、幌内及び鷹泊の区域を除く。）、奈井江町、上砂川町、月

形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町及び北竜町 

 

 170 空知総合振興局管内のうち夕張市（丁未、錦、小松、富岡、福住、住

初、高松、社光、本町、昭和、旭町、末広、鹿の谷、常盤、日吉、若

菜、平和、千代田及び鹿島の区域に限る。） 

 

   胆振総合振興局管内のうち伊達市（大滝区愛地町、大滝区宮城町、大滝

区清原町、大滝区清陵町、大滝区三階滝町、大滝区豊里町、大滝区本

町、大滝区本郷町、大滝区上野町、大滝区大成町及び大滝区円山町の区

域に限る。） 

 

   上川総合振興局管内のうち占冠村及び中川町  

 180 後志総合振興局管内のうち黒松内町及び蘭越町  

   上川総合振興局管内のうち美深町  

   宗谷総合振興局管内のうち中頓別町及び枝幸町（歌登の区域に限る。）  

 210 空知総合振興局管内のうち深川市（多度志、多度志南、湯内、宇摩、ウ

ッカ、幌内及び鷹泊の区域に限る。）及び沼田町 

 

   後志総合振興局管内のうち赤井川村  

   上川総合振興局管内のうち音威子府村  

 230 後志総合振興局管内のうちニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京

極町及び倶知安町 

 

 250 上川総合振興局管内のうち幌加内町  

全部改正〔平成12年規則289号〕、一部改正〔平成13年規則17号・14年119号・16年127

号・17年15号・86号・18年３号・21年83号・22年45号〕 

別表第３（第17条の２関係） 

  

 地域の区分 適用地域（総合振興局等の管内には市の区域を含むものとする。）  

   空知総合振興局管内の全域  

   石狩振興局管内の全域  

   後志総合振興局管内のうち島牧村及び寿都町を除く全域  

   胆振総合振興局管内の全域  

   日高振興局管内の全域  

   渡島総合振興局管内のうち松前町、福島町、知内町及び木古内町を除く全

域 

 

 Ⅰ 檜山振興局管内のうち奥尻町、今金町及びせたな町（瀬棚区の区域に限  



る。） 

   上川総合振興局管内の全域  

   留萌振興局管内の全域  

   宗谷総合振興局管内の全域  

   オホーツク総合振興局管内の全域  

   十勝総合振興局管内の全域  

   釧路総合振興局管内の全域  

   根室振興局管内の全域  

 

Ⅱ 

後志総合振興局管内のうち島牧村及び寿都町  

 渡島総合振興局管内のうち松前町、福島町、知内町及び木古内町  

 檜山振興局管内のうち奥尻町、今金町及びせたな町（瀬棚区の区域に限

る。）を除く全域 

 

全部改正〔平成22年規則45号〕 

別記第１号様式 

（第10条、第19条、第19条の２関係） 

全部改正〔平成５年規則46号〕、一部改正〔平成７年規則32号・令和元年11号〕 

別記第２号様式 

（第10条、第19条、第24条の２関係） 

全部改正〔平成17年規則73号〕、一部改正〔令和元年規則11号〕 

別記第３号様式 

（第12条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成19年規則108号・22年45号・令和元年11

号・３年34号〕 

別記第４号様式 

（第12条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成11年規則134号・19年108号・22年45号・

令和元年11号・３年34号〕 

別記第５号様式 

（第12条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成19年規則108号・22年45号・令和元年11

号・３年34号〕 

別記第６号様式 

（第13条関係） 

全部改正〔平成21年規則48号〕、一部改正〔平成22年規則45号・令和３年34号〕 

別記第６号様式の２ 

（第13条の２関係） 

追加〔平成31年規則15号〕、一部改正〔令和３年規則34号〕 

別記第７号様式 

（第14条関係） 

一部改正〔昭和50年規則42号・63年107号〕 

別記第８号様式及び別記第９号様式 削除 

削除〔平成20年規則10号〕 

別記第10号様式 

（第18条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成22年規則45号・令和元年11号・３年34

号〕 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔令和元年規則11号〕 

別記第10号様式の２ 

（第18条関係） 



追加〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成22年規則45号・令和元年11号・３年34号〕 

別記第11号様式 

（第19条の３関係）（Ａ４） 

全部改正〔平成11年規則134号〕、一部改正〔平成17年規則73号・22年17号・27年63号・

令和３年34号〕 

別記第12号様式 

（第20条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成17年規則73号・22年45号・令和元年11

号・３年34号〕 

別記第13号様式 

（第22条関係） 

追加〔平成17年規則73号〕、一部改正〔平成19年規則69号・令和元年11号〕 

別記第14号様式 

（第23条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成17年規則73号・22年45号・令和元年11

号・３年34号〕 

別記第14号様式の２ 

（第23条の２関係） 

追加〔昭和53年規則24号〕、一部改正〔昭和63年規則107号・平成元年68号・７年32号・

９年101号・11年60号・22年45号・31年15号・令和元年11号・３年34号〕 

別記第15号様式 

（第24条関係） 

全部改正〔平成11年規則60号〕、一部改正〔平成17年規則２号・66号・22年45号・令和元

年11号・３年34号〕 

別記第16号様式 

（第24条関係） 

追加〔平成14年規則119号〕、一部改正〔平成17年規則２号・66号・令和元年11号〕 


